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お
知
ら
せ
で
ー
び
る

で
ー
び
る

「
ま
ち
・
ひ
と
・
し
ご
と
創
生
総
合

戦
略
委
員
」の
募
集
に
つ
い
て

「
地
域
間
連
携
・
交
流
イ
ベ
ン
ト

助
成
事
業
」
助
成
金
に
つ
い
て

６
月
は
西
原
町
男
女
共
同
参
画

月
間
で
す
。

「
日
本
女
性
会
議
２
０
１
５
倉
敷
」

参
加
者
の
募
集
に
つ
い
て

浦
添
警
察
署
よ
り
お
知
ら
せ

第
51
回
沖
縄
県
身
体
障
が
い
者
ス

ポ
ー
ツ
大
会
の
開
催
に
つ
い
て

税
務
職
員
を
装
っ
た
不
審
な
電
話

に
注
意
し
て
く
だ
さ
い

愛
の
贈
り
も
の

　

西
原
町
で
は　
「
ま
ち
・
ひ
と
・
し
ご

と
創
生
法
」
に
基
づ
き
、
人
口
減
少
問
題

の
克
服
や
地
方
創
生
に
向
け
、「
西
原
町

人
口
ビ
ジ
ョ
ン
」
及
び
「
西
原
町
総
合
戦

略
」
を
策
定
す
る
た
め
、「
西
原
町
ま
ち
・

ひ
と
・
し
ご
と
創
生
総
合
戦
略
委
員
会
」

を
設
置
し
ま
す
。

　

そ
こ
で
、
当
委
員
会
の
委
員
を
左
記
の

と
お
り
募
集
し
ま
す
。

【
募
集
人
員
】
２
名
以
内
（
任
期
は
２
年
）

※
所
定
の
応
募
用
紙
に
記
入
の
上
、「
郵

送
」
ま
た
は
企
画
財
政
課
の
窓
口
へ
提
出

し
て
く
だ
さ
い
。

※
応
募
用
紙
は
、「
企
画
財
政
課
」
の
窓

口
で
受
け
取
る
、
ま
た
は
西
原
町
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
か
ら
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
で
き
ま
す
。

【
窓
口
で
の
受
付
時
間
】
８
時
30
分
〜
17

時
15
分
（
昼
休
み
を
除
く
）

【
募
集
要
件
】
西
原
町
内
に
居
住
、
在
勤

ま
た
は
在
学
す
る
方

【
募
集
期
間
】
６
月
１
日（
月
）か
ら
６
月

30
日（
火
）ま
で

【
決
定
通
知
】
選
考
の
上
、
本
人
に
通
知

し
ま
す
。
た
だ
し
、
選
考
の
理
由
等
の
お

問
い
合
わ
せ
に
つ
い
て
は
一
切
お
答
え
し

ま
せ
ん
の
で
、
あ
ら
か
じ
め
ご
了
承
く
だ

さ
い
。

【
問
合
せ
】　

総
務
部
企
画
財
政
課　

政
策

係　

☎
９
４
５

−

４
５
３
３

【
趣
旨
】
中
部
広
域
圏
（
沖
縄
市
・
う
る

ま
市
・
宜
野
湾
市
・
北
谷
町
・
嘉
手
納
町
・

西
原
町
・
読
谷
村
・
北
中
城
村
・
中
城
村

の
９
関
係
市
町
村
）
の
個
性
豊
か
な
地
域

特
性
を
す
べ
て
「
資
源
」
と
し
て
捉
え
、

そ
れ
ら
を
有
機
的
に
連
携
さ
せ
、
今
後
、

達
成
す
る
で
あ
ろ
う
50
万
人
都
市
圏
に
ふ

さ
わ
し
い
、
中
部
広
域
圏
の
活
性
化
に
繋

げ
て
い
く
こ
と
を
目
指
し
、
中
部
広
域
圏

内
の
連
携
・
交
流
イ
ベ
ン
ト
に
対
し
て
助

成
す
る
事
業
で
す
。

【
助
成
対
象
イ
ベ
ン
ト
】

⑴
関
係
市
町
村
の
団
体
が
連
携
し
て
行
う

イ
ベ
ン
ト
、も
し
く
は
交
流
で
き
る
イ
ベ

ン
ト

⑵
関
係
市
町
村
の
住
民
が
交
流
で
き
る
イ

ベ
ン
ト

【
助
成
の
対
象
団
体
等
】
関
係
市
町
村
が

推
薦
す
る
団
体

【
助
成
額
】

⑴
関
係
市
町
村
１
市
町
村
あ
た
り
30
万
円

以
内

※
活
用
例
：
１
イ
ベ
ン
ト
あ
た
り
10
万
円

×
３
団
体
（
合
計
30
万
円
以
内
）
の
申
請

（
活
用
）
も
可
能

⑵
複
数
の
関
係
市
町
村
の
団
体
等
が
連
携

し
て
開
催
す
る
イ
ベ
ン
ト
は
、
１
市
町
村

あ
た
り
の
助
成
金
を
超
え
な
い
範
囲
で
合

算
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

※
活
用
例
：
○
市
と
○
町
、
○
村
の
３
市

町
村
で
連
携
し
て
行
う
イ
ベ
ン
ト
に
対
す

　

西
原
町
男
女
共
同
参
画
条
例
で
６
月
は

男
女
共
同
参
画
月
間
に
定
め
ら
れ
て
い
ま

す
。

　

西
原
町
で
は
期
間
中
、
男
女
共
同
参
画

社
会
の
実
現
を
目
指
し
て
、
そ
れ
を
推
進

す
る
事
業
を
実
施
し
ま
す
。

○
パ
ネ
ル
展
示

【
開
催
期
間
】
６
月
24
日（
水
）〜
６
月
30

日（
火
）

【
場　

所
】
西
原
町
町
民
交
流
セ
ン
タ
ー

町
民
広
場
（
西
原
町
役
場
）

【
問
合
せ
】
総
務
部
企
画
財
政
課
男
女
共

同
参
画
係　

☎
９
４
５

−

４
５
３
３

○
第
10
回
 
西
原
町
長
杯　

さ
わ
ふ
じ
ミ

ッ
ク
ス
ダ
ブ
ル
ス
テ
ニ
ス
大
会

【
開
催
日
時
】
６
月
14
日（
日
）

※
予
備
日
７
月
19
日（
日
）

【
会
場
】
西
原
町
民
テ
ニ
ス
コ
ー
ト

【
主
催
】
西
原
町
テ
ニ
ス
協
会

【
共
催
】
西
原
町

【
後
援
】
西
原
町
女
性
団
体
連
絡
協
議
会
、

西
原
町
体
育
協
会

【
問
合
せ
】
西
原
町
テ
ニ
ス
協
会
（
新
垣
）

☎
０
８
０

−

１
５
３
０

−

８
９
８
３

E-m
ail

：nishiharatennis@
gm
ail.com

※
申
込
み
方
法
・
参
加
費
用
・
ル
ー
ル
等
、

詳
し
く
は
主
催
者
に
お
問
合
せ
く
だ
さ

い
。

　

西
原
町
で
は
、
男
女
共
同
参
画
に
つ
い

て
学
び
た
い
町
民
・
町
内
各
種
団
体
の
方

を「
日
本
女
性
会
議
」に
派
遣
し
ま
す
。（
経

費
の
一
部
を
補
助
し
ま
す
）

○
日
本
女
性
会
議
２
０
１
５
倉
敷

〜
思
い
や
り　

男
女（
ひ
と
）が
集
う　

白

壁
の
ま
ち
〜

【
開
催
期
間
】
10
月
９
日（
金
）〜
10
月
10

日（
土
）

【
場
所
】
岡
山
県
倉
敷
市

【
申
込
期
限
】
６
月
26
日（
金
）

※
申
込
書
等
に
よ
る
事
前
審
査
が
あ
り
ま

す
。

※
参
加
後
に
報
告
書
等
の
提
出
が
必
要
で

す
。

参
加
を
希
望
さ
れ
る
方
は
、
左
記
ま
で
お

問
合
せ
く
だ
さ
い
。

【
問
合
せ
】
総
務
部
企
画
財
政
課　

男
女

共
同
参
画
係　

☎
９
４
５

−

４
５
３
３

　

沖
縄
県
内
の
身
体
障
が
い
者
が
こ
の
大

会
に
参
加
し
、
ス
ポ
ー
ツ
を
通
し
て
体
力

の
維
持
・
増
強
を
図
り
、
県
民
が
身
体
障

が
い
者
に
対
す
る
理
解
と
関
心
を
深
め
、

身
体
障
が
い
者
の
自
立
と
社
会
参
加
の
促

進
が
図
ら
れ
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
開
催

さ
れ
ま
す
。参
加
を
希
望
す
る
方
は
、介
護

支
援
課
ま
で
お
申
し
込
み
く
だ
さ
い
。

【
開
催
日
】
９
月
13
日（
日
）（
予
定
）

【
開
催
地
】
沖
縄
県
総
合
運
動
公
園　

陸

上
競
技
場
（
主
会
場
）（
予
定
）

（
ア
ー
チ
ェ
リ
ー
・
卓
球
・
水
泳
に
つ
い

て
は
、
別
会
場
・
別
日
程
を
予
定
）

【
競
技
種
目
】
陸
上
競
技
・
フ
ラ
イ
ン
グ

　

ア
ン
ケ
ー
ト
、
年
金
受
給
調
査
と
称
す

る
不
審
な
電
話
が
増
え
て
い
ま
す
。
国
税

局
や
税
務
職
員
を
名
乗
る
者
か
ら
電
話
が

あ
り
、
ア
ン
ケ
ー
ト
な
ど
と
称
し
て
年
齢

や
家
族
構
成
、
年
金
の
受
給
状
況
や
預
金

口
座
の
情
報
な
ど
を
聞
き
出
そ
う
と
す
る

事
例
が
発
生
し
て
い
ま
す
。
こ
の
よ
う
な

電
話
は
、
詐
欺
事
件
に
つ
な
が
る
可
能
性

が
あ
り
ま
す
の
で
、注
意
し
て
く
だ
さ
い
。

　

不
審
な
点
が
あ
る
と
き
は
、
即
答
を
避

け
、
最
寄
り
の
税
務
署
ま
た
は
警
察
署
に

る
助
成
金
は
最
大
で
90
万
円
と
な
り
ま
す

【
提
出
期
限
】
８
月
28
日（
金
）ま
で

【
申
請
先
】
総
務
部
企
画
財
政
課　

地
域

振
興
係　

☎
９
４
５

−

４
５
３
３

【
問
合
せ
】
中
部
広
域
市
町
村
圏
事
務
組

合　

☎
９
３
２

−

１
６
８
５

　

西
原
町
人
財
育
成
会
へ
、
寄
附
を
い
た

だ
き
ま
し
た
。
温
か
い
心
遣
い
に
、
深
く

感
謝
申
し
上
げ
ま
す
。

♥
西
原
町
建
設
協
力
会（
宮み
や

里ざ
と

佳よ
し

斉な
り

会
長
）

よ
り
20
万
円
の
寄
附
を
い
た
だ
き
ま
し

た
。

♥
ク
リ
ー
ド
沖
縄
（
玉た
ま

城き

芳よ
し
の
ぶ信
代
表
取
締

役
）
よ
り
５
万
円
の
寄
附
を
い
た
だ
き
ま

し
た
。

１　

我
謝
地
域
で
連
続
し
て
盗
難
（
空
き

巣
）
が
発
生
し
て
い
ま
す
。

※
　
空
き
巣
の
被
害
に
遭
わ
な
い
た
め
に

ア　

出
掛
け
る
と
き
は
、
家
の
す
べ
て

の
窓
や
戸
に
鍵
を
掛
け
る

イ　

出
掛
け
る
と
き
は
、
隣
に
一
声
掛

け
る

２　

最
近
、
西
原
一
帯
で
オ
ー
ト
バ
イ
の

ナ
ン
バ
ー
プ
レ
ー
ト
や
部
品
の
盗
難
が

連
続
発
生
し
て
い
ま
す
。

※
　
盗
難
の
被
害
に
遭
わ
な
い
た
め
に

ア　

明
る
い
駐
輪
場
に
駐
車
す
る

イ　

オ
ー
ト
バ
イ
に
盗
難
防
止
装
置
を

付
け
る

３　

最
近
、
宜
野
湾
市
で
「
１
億
円
の
宝

く
じ
が
あ
た
っ
た
、
保
証
金
を
振
り
込

ま
な
い
と
貰
え
な
い
」と
い
う
こ
と
で
、

３
，８
０
０
万
円
を
振
込
む
と
い
う「
宝

く
じ
当
選
詐
欺
」
が
発
生
し
ま
し
た
。

※
　
特
殊
詐
欺
の
被
害
に
遭
わ
な
い
た
め

に
電
話
で
「
必
ず
儲
か
り
ま
す
」、「
宝

く
じ
の
当
選
番
号
を
特
別
に
教
え
ま

す
」、「
以
前
、
投
資
で
損
し
て
い
ま
す

ね
。
そ
れ
を
取
り
返
す
こ
と
が
で
き
ま

す
」
な
ど
の
内
容
で
あ
れ
ば
、
詐
欺
の

疑
い
が
あ
り
ま
す
。

だ
ま
さ
れ
な
い
た
め
に

・
家
の
電
話
を
留
守
番
電
話
に
し
て
お
く

・
お
金
を
振
り
込
む
前
に
家
族
か
最
寄
り

の
警
察
署
ま
た
は
警
察
安
全
相
談
書

（
♯
９
１
１
０
）
に
相
談
し
ま
し
ょ
う

【
問
合
せ
】
浦
添
警
察
署　

☎
８
７
５

−

０
１
１
０

デ
ィ
ス
ク
競
技
・
ア
ー
チ
ェ
リ
ー
競
技
・

卓
球
競
技
・
水
泳
競
技
（
予
定
）

【
申
込
締
切
日
】
６
月
26
日（
金
）

【
申
込
み
・
問
合
せ
】
福
祉
部
介
護
支
援

課
 

障
害
支
援
係
 

☎
９
４
５

−

５
０
１
３

お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。
詳
し
く
は
、

国
税
庁
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
（http://

w
w
w
.nta.go.jp

）
で
も
確
認
で
き
ま
す
。

町内相談機関
〜悩みは抱え込まず、お気軽にご相談ください〜

総合相談 日常生活のあらゆる相談に乗ります。曜日ごとに専門の相談員が
対応しますので、お気軽にご連絡ください。

※匿名での相談も可。電話相談にも応じています。また、時間外は留守番
電話またはFAXで受け付けます。

※予約優先
時間／10時〜16時（12時〜13時を除く）
月／福祉相談【宮

みや
良
ら
律
りつ
子
こ
】・・・生活のための手段や生活費に関する相談

火／障害福祉なんでも相談【儀
ぎ ま
間優

ゆう
子
こ
】・・・障害のある方や、発達が気に

なる方、その家族などが抱える悩み・困りごとに関する相談
水／法律相談【垣

かきのはな
花豊

ほうじゅん
順（弁護士）】・・・法律に関するあらゆる相談

　　※相談時間：13時〜16時
木／消費生活相談【大

おおしろ
城恵

え み
美】・・・衣食住に係るすべての契約や多重債務

等に関する相談
金／消費生活・家庭相談【玉

たま
那
な は
覇良

よし
江
え
】・・・訪問販売、契約のトラブル、

サラ金等の借金問題や親子・夫婦間の悩み、近隣トラブルなどの相談
問　合　せ　西原町社会福祉センター内総合事務所
　　　　　　☎835−8822または945−3651　FAX946−6777

教育相談 不登校の児童・生徒や保護者への支援や助言を行います。

相談日時　月〜金曜　8時30分〜17時15分（12時〜13時を除く）
相 談 員　与

よ
那
な
嶺
みね
力
つとむ
、佐

さ く
久川
がわ
弥
やよ
生
い
、宮
みや
城
ぎ
直
なお
子
こ
、小

こ は つ
波津米

よね
子
こ

問 合 せ　教育相談室（西原町中央公民館内）　☎944−3603

行政相談 国などの行政機関に対する苦情や要望に関する相談

行政苦情　110番（全国共通番号）☎0570−090110
相談日時　基本は随時。平日の夜間及び土日祝日は、留守番電話で対応。
問 合 せ　総務部総務課　☎945−5011

人権相談 近所とのトラブル、家庭内のもめごと、いじめ、離婚、DVなど
による人権に関する相談

相談日時　随時
相 談 員　知

ちば
花
な
正
ただし
、當
とう
眞
ま
信
のぶ
子
こ
、仲
なか
宗
そ
根
ね
好
よし
美
み
、與
よ な
那嶺
みね
等
ひとし
、伊
い
礼
れい
キヨ、崎

さき
原
はら
菊
きく
江
え

問 合 せ　総務部総務課　☎945−5011

精神障害者相談 精神的なお悩みに関する相談

相談日時　月・火・木・金：9時〜12時、14時〜18時／水・土：9時〜12時
相談日時　医師　城

しろ
間
ま
政
まさくに
州

問 合 せ　城間医院　☎945−4551

地域包括支援センター 高齢者やそのご家族などからの介護や保健、
福祉に関する相談

相談日時　随時
相 談 員　玉

たま
城
き
、与

よ
那
な
嶺
みね
、新
あらかき
垣

問 合 せ　西原敬愛園内　西原町地域包括支援センター　☎882−0117

なんでも相談（窓口相談）生活に関わること、どこに相談したらいいか分からないことなど、どんな悩みでも相談を受けます。
相談日時　毎月第1・第3火曜日（相談日が祝日の場合は翌週）
　　　　　10時〜16時（12時〜13時を除く）
場　　所　西原町役場
相 談 員　上

うえ
木
き
律
りつ
子
こ

問 合 せ　総務部総務課　☎945−5011

 

 

http://www.kobundo.net

本　　　社 〒901-1111 沖縄県島尻郡南風原町字兼城577番地  TEL.098-889-1131
中部営業所 〒904-0021 沖縄県沖縄市胡屋5-21-6  TEL.098-934-1131
東 京 支 店 〒102-0074 東京都千代田区九段南4-5-12   ABEビル6階  TEL.03-3239-8900

人と人をつなぐ 幸せを、いつまでも。


